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■東京湾流域別下水道整備総合計画 合意事項 新旧比較表 

現行計画 今回計画（案） 

１. ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの東京湾流入許容負荷量の都県配分 

東京湾のＣＯＤの濃度は、流入負荷に起因する一次汚濁と内部生産・底泥溶出に起因する二次汚濁とがあ

り、さらに内部生産もＴ-Ｎ、Ｔ-Ｐの流入負荷によるものと底泥溶出によるものとがある。 

流入負荷による内部生産を抑えるために、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの流入負荷をそれぞれ１５９t/日、９.９t/日とし、将来

の流入負荷の減少に伴う溶出速度の低減を前提に COD の負荷量を２６４t/日にすれば、環境基準を達成でき

ることになる。 

東京湾流入許容負荷量は、下水道整備による湾流入負荷量の削減とともに、流域や湾内での負荷削減対

策を実施することで環境基準を達成出来る値である。 

都県別の COD、T-N、T-P の許容負荷量はそれぞれ次のとおりとする。 

 

 都県別東京湾流入 COD 許容負荷量   （単位 t/日）  

 埼玉県 千葉県 東京都 
神奈川

県 
系外 合 計 

ＣＯＤ許容負荷量 ７５ ４５ ８０ ３１ ３３ ２６４ 

 

 都県別東京湾流入 T-N 許容負荷量   （単位 t/日）  

 埼玉県 千葉県 東京都 
神奈川

県 
系外 合 計 

Ｔ－Ｎ許容負荷量 ３７ ２６ ５７ ２２ １７ １５９ 

 

 都県別東京湾流入 T-P 許容負荷量   （単位 t/日）  

 埼玉県 千葉県 東京都 
神奈川

県 
系外 合 計 

Ｔ－Ｐ許容負荷量 ２．６ １．７ ３．５ １．３ ０．８ ９．９ 

注）１、許容負荷量は、剣崎～洲崎以北の東京湾流入負荷量である。 

 ２、系外とは、利根川からの流入負荷量である。 

       

２. 水質改善目標について 

今後、関係都県の「流域別下水道整備総合計画」を策定する上で、東京湾流入許容負荷量(下水道分)を達

成するための長期的な整備目標は、次のとおりとする。  

 

長期的な整備目標（年間平均値）  （単位 mg/L） 

COD T-N T-P 

８ ８ ０．４ 

ただし、上記の目標値の設定が困難な場合の流総計画上の目標値は COD１０mg/L、T-N１０mg/L、T-P

０．５mg/L を上回らない範囲で設定することができるものとする。 

 

３. 環境基準達成のための対策について 

今後各都県においては、委員会の検討結果を踏まえ都県別の流総計画を国土交通大臣に同意の申出を行

うまでに、環境基準達成のため（都県毎の東京湾流入許容負荷量にするため）の下水道整備の方針や流域対

策、湾内対策について検討し、その内容を申出書に添付するものとする。 

                                          平成１９年  月  日 

東京湾流域別下水道整備総合計画検討委員会 

１. ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの東京湾流入目標負荷量の都県配分 

東京湾のＣＯＤの濃度は、流入負荷に起因する一次汚濁と内部生産・底泥溶出に起因する二次汚濁とがあ

り、さらに内部生産もＴ-Ｎ、Ｔ-Ｐの流入負荷によるものと底泥溶出によるものとがある。 

流入負荷による内部生産を抑えるために、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの流入負荷をそれぞれ１６１t/日、９．２t/日とし、将

来の流入負荷の減少に伴う溶出速度の低減を前提に COD の負荷量を２６５t/日とし、併せて 4 か所の環境基

準点において局所対策を実施することにより環境基準を達成できることになる。 

東京湾流入目標負荷量は、下水道整備による湾流入負荷量の削減とともに、流域や湾内での負荷削減対

策を実施することで環境基準を達成出来る値である。 

都県別の COD、T-N、T-P の目標負荷量はそれぞれ次のとおりとする。 

 

 都県別東京湾流入 COD 目標負荷量   （単位 t/日）  

 埼玉県 千葉県 東京都 
神奈川

県 
系外 合 計 

ＣＯＤ目標負荷量 ８４ ５３ ７４ ３１ ２３ ２６５ 

 

 都県別東京湾流入 T-N 目標負荷量   （単位 t/日）  

 埼玉県 千葉県 東京都 
神奈川

県 
系外 合 計 

Ｔ－Ｎ目標負荷量 ３９ ３１ ５０ ２３ １８ １６１ 

 

 都県別東京湾流入 T-P 目標負荷量   （単位 t/日）  

 埼玉県 千葉県 東京都 
神奈川

県 
系外 合 計 

Ｔ－Ｐ目標負荷量 ２．５ １．７ ３．１ １．２ ０．７ ９．２ 

注）１、目標負荷量は、剣崎～洲崎以北の東京湾流入負荷量である。 

 ２、系外とは、利根川からの流入負荷量である。 

        

２. 水質改善目標について 

今後、関係都県の「流域別下水道整備総合計画」を策定する上で、東京湾流入目標負荷量(下水道分)を達

成するための長期的な整備目標は、次のとおりとする。  

 

長期的な整備目標（年間平均値）  （単位 mg/L） 

COD T-N T-P 

８【１０】 ８【１０】 ０．４【０．５】 

ただし、近年における水環境及び社会経済情勢等の変化を踏まえて、流総計画上の目標値は【 】の値を

上回らない範囲で設定することができるものとする。また、計画下水量 25,000m3/日未満の処理場について

は、COD １３、T-N ２０、T-P １．５mg/L を上回らない範囲で設定することができるものとする。 

 

３. 環境基準達成のための対策について 

今後各都県においては、委員会の検討結果を踏まえ都県別の流総計画を国土交通大臣に届出を行うまで

に、環境基準達成のため（都県毎の東京湾流入目標負荷量にするため）の下水道整備の方針や流域対策、

湾内対策について検討し、その内容を届出書に添付するものとする。 

                                         令和５年  月  日 

東京湾流域別下水道整備総合計画検討委員会 
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